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石 川 県 組織規則の一 部 を改正する規則をこ こ に公布する。

平 成三 十 年四月 四 日

第 十七条第十五号の表中
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種 苗の生産及び配布に関するこ と 。

栽 培漁業の指導に関するこ と 。

石 川県規則第二十五号

石 川 県 組織規則 の 一部を改正する規則

石 川 県 組織規則 (昭 和 三 十 九年石川 県 規則 第 二 十 三 号 ) の 一 部 を次のように改正する。

第 三 条 第五項中「 と し て 交通政策課」の下に「 及 び並行在来線対策課」を、 「 交通政策課長」

来 線対策課長」を加える。

第 十五条第五号の表企画調整課の項中日をH と し 、ロの 次に次のように加える。

日 栄養の改善 指 導に関するこ と 。

第 十五条第五号の表健康推 進 課の項叩 中 「及び栄養改善」を削る。

生 産 部
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種 苗の生産及び配布に関するこ と 。

栽 培漁業の指導に関するこ と 。 に 改める。2
 

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成三 十 年四 月 五日から施行する。
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平成 30年 4月 4 日(水曜日) 石川 県公 報 号 外

別表第 1新幹線・交通対策監室の部を次のように改める。

l 新幹線 ・交通対策監室|交通政策課 |新幹線対策グループ、交通政策グループ

並行在来線対策課|経営企画グループ

別表第 1県民文化スポーツ部の部文化振興課の項中「音楽文化振興グ、ループ」の次に「、整備グ、ループ、企画グ、ルー

プ」を加え、同部スポーツ振興課の項中「企画管理グ、ループ」の次に「、合宿誘致ク守ループ」を加え、同表健康福祉

部の部厚生政策課の項中 「生活自立支援グループJを 「保護ク守ループJに改め、同部医療対策課の項中 「国保対策グ

ループ」を「国保指導グループ、国保財政運営ク守ループ、県立病院グループ」に改め、同表土木部の部営繕課の項中

「建築グループ、設備グループ」を「建築第一グ、ループ、建築第二グループ、設備第一ク守ループ、設備第二グループ」

に改める。

附則

この司11令は、平成30年 4月 5日から施行する。
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石川県教育委員会教育長訓令第 1号
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グループ制に関する運営規程(平成17年石川県教育委員会教育長訓令第 2号)の一部を次のように改正する。

平成30年 4月4日

石 川 県教育委員会教育長

別表第 1教職員課の項中「免許・企画グループJを「免許・法制グループ、業務改善推進グ、/レープj に改める。

附員IJ

この訓令は、平成30年 4月 5日から施行する。

人事委 員 ム一品

石川県人事委員会告示第 1号

県の事務所に係る労働基準法による区分(昭和46年石川県人事委員会告示第 2号)の一部を次のように改正し、平

成30年 4月5日から施行する。

平成30年4月 4日

石 川 県人事 委 員 会

別表知事の部別表第 1各号に該当しない官公署の項中 「分室を含み、」を削る。

( 1箇月 2，350円送料と も) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


